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令和 4 年度岐阜県スポーツ指導者研修会№１ 開催要項 

 

1． 趣 旨： 

スポーツ指導者の学びの場として、スポーツに関する最新情報等はもちろん、参加者間の情報交換

や参加者自身の指導活動について振り返る機会等を提供し、スポーツ指導者としての実践力を高める

とともに、指導者間のネットワークづくりに寄与することを目的に、本研修会を開催する。 
 

2． 主 催：公益財団法人日本スポーツ協会 

 公益財団法人岐阜県スポーツ協会・岐阜県スポーツ指導者協議会 

 

3． 参 加 者：原則として日本スポーツ協会公認スポーツ指導者とする。 

 

4． 開催期日：令和 4 年７月１６日（土） 

 

5． 会 場：プリニーの文化ホール 

岐阜県各務原市蘇原中央町 2-1-8 

TEL:058-389-1818 FAX:058-371-0061 最寄駅：三柿野駅 

 

6． 日 程：別紙日程表参照 

 

7． 参 加 料：無料 

 

8． 定 員：200 名 

 

9． 申込・問合せ先：公益財団法人岐阜県スポーツ協会 スポーツ推進課 生涯スポーツ係 担当：鹿嶋 

 

10． 申込方法： 

指導者マイページまたは、指定の参加申込書にて、お申込ください（FAX 不可）。 
【申込締切】令和４年６月１７日（金） １７：００必着 
※受講希望人数が定員を超えた場合は、資格有効期限や所属都道府県を考慮し、受講者を決定します。

申込締切後、本会より「受講決定通知」または「受講遠慮通知」を送付いたします。 
 

１１．新型コロナウイルス感染症対策について 
(1)以下の事項に該当する場合は、参加できませんので、ご了承ください。 
□体調が優れない場合（感染及び感染が疑われる以下の症状がある場合）。 

平熱を超える発熱・咳・のどの痛み・倦怠感（だるさ）・息苦しさ・嗅覚や味覚の異常 

□管轄の保健所から、濃厚接触者または、その疑いが認められ、対象者認定を受けた場合。 

□同居家族や身近な知人が、上記の対象認定を受けた場合。 

□開催日前１４日以内で、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航

または当該在住者との濃厚接触がある場合。 
   (2)研修会当日の感染対策等については、参加者決定後、「受講決定通知」とともにお知らせいたします。 

なお、感染症の拡大状況によっては、当研修会を中止する可能性もございますので、ご承知おきください。 
 

12．そ の 他 

この研修の参加により、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格の更新研修を修了したこ 

とになります。 

なお、テニス資格は 1ポイント、バウンドテニス資格は 1ポイント、チアリーディング（コーチ 3のみ） 

資格は都道府県体育・スポーツ協会実施の 1回分の実績となりますが、別途、資格毎に定められたポイント

獲得や研修受講などの要件を満たす必要があります。 

ただし、次の資格については、更新研修を修了したことにはなりません。 

[水泳、サッカー、スノーボード、テニス、バスケットボール、バドミントン、剣道、空手道、バウン

ドテニス、エアロビック（コーチ 4のみ）、チアリーディング（コーチ 3のみ）、スクーバ・ダイビング、

プロゴルフ、プロテニス、プロスキー、スポーツドクター、スポーツデンティスト、アスレティックトレ

ーナー、スポーツ栄養士、クラブマネジャー]（2022 年 4 月 1 日現在） 


